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 2024年９月13日 

各 位  

会 社 名   株式会社エルアイイーエイチ 

（コード番号 5856 東証スタンダード市場） 

代表者名 代表取締役社長 下岡 寛 

問合せ先 代表取締役社長 下岡 寛 

 （TEL．03－6458-6913）  

 

  

株主による「前代表取締役に対する訴え提起請求書」の受領のお知らせ 

 

当社は、当社株主から、会社法847条１項に基づき、代表取締役であった福村康廣氏（以下「福村

氏」といいます。）に対する役員責任追及の訴えの提起の請求（以下「本請求」といいます。）に関す

る書面（添付の令和６年９月12日付け「前代表取締役に対する訴え提起請求書」と題する書面。以

下「本書面」といいます。）を、本日、受領しましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

１．本請求をした株主 

本書面によれば、当社の株式を６か月以上前から引き続き所有する株主とのことです。 

 

２．本請求の内容 

 被告となるべき者（会社法施行規則217条１号）を「前代表取締役社長であった福村康廣」とし、

請求の趣旨（同条２号）を「被告は、原告に対し、金13億6800万円及びこれに対する令和６年８月

23日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払え。」とする役員責任の追及の訴えの提起を、

当社に対して求めるものであります。 

 請求を特定するのに必要な事実（同条２号）は、2024年８月23日付け適時開示「代表取締役の異

動（解職）及び社長交代に関するお知らせ」に記載の事実のとおりであるとのことであります。 

 

３．本請求についての当社の対応方針 

 当社は、2024年９月11日付け適時開示「ガバナンス委員会設置のお知らせ」によりお知らせいた

しましたとおり、ガバナンス委員会を設置し、同委員会に対し、福村氏の問題行為について事実調

査やその結果を踏まえた福村氏に対する責任追及に関する提言を諮問しております。そこで、当社

は、株主に株主代表訴訟の提起権が発生する法定要件（提訴請求の日から60日以内に責任追及等の

訴えを提起しないとき。会社法847条３項）も念頭に置きつつも、ガバナンス委員会の答申を最大限

尊重して適切に対応してまいります。  

当委員会の答申があり次第、当社はその内容を適時開示いたします。 

以 上 












